
交渉の議事要旨  

 

（開催日時）  

  令和７年７月３１日（木） １６：１５～１６：５５  （４０分間）  

（開催場所）  

  帯広開発建設部 ５階会議室  

（出席者）  

  当局側（帯広開発建設部）  

   空閑 健（帯広開発建設部長）、實重 貴之（帯広開発建設部次長）、  

   大道  嘉徳（総務課長）  

  職員団体側（全北海道開発局労働組合帯広支部）  

   赤坂 友二（書記長）  

（議題）  

１ 当部における超過勤務の縮減について  

  ２ 当部職員が育児休業等を取得しやすい職場環境の整備について  

  ３ 当部における職員の健康安全管理について  

  ４ 当部におけるハラスメントが行われない職場環境の整備について  

 

（要求書に対する回答）  

  要求書のうち、交渉議題として取り決めた４点について回答（別紙のとおり）。 

 

（要旨）  

【議題１：当部における超過勤務縮減について】  

  (職員団体)  超過勤務の現状についての当局の認識を確認したい。  

 （当  局） 令和６年度における一人１ヶ月当たりの最大時間は前年度に対し

減少しているが、平均時間については増加しており、その要因とし

ては道路部門における会計検査受検対応や令和７年２月３日から

の大雪による災害対応等が大きかったものと認識している。  

 

【議題３：当部における職員の健康安全管理について】  

 （職員団体） 職員の健康管理について、具体的にどのように行っているか。  

        カウンセリングについて、本人の希望無しに受けさせることはあ

るのか。  

 （当  局） 職員の「体の健康」の面では、一般定期健康診断の実施や、長時

間の超過勤務を行った職員に対する臨時の健康診断、面接指導の実

施などにより疾病等の早期発見や予防に努めている。また、診断の

結果、再検査が必要となった場合は、健康管理主任者を通じて早期

の病院受診を促している。 

「心の健康」の面では、予防的なものとして、全職員対象のスト

レスチェックの実施のほか、カウンセラーによる心の健康相談の活

用、メンタルヘルス講習会の実施などを行っている。また、療養の

ため長期間職場を離れた職員の円滑な職場復帰及び再発防止に向

けて、健康管理者、厚生担当課、主治医、健康管理医、所属長等が

密接に連携し、必要に応じて試し出勤を行うなどその対応に当たっ

ている。 



一番大切なのは、早期発見と迅速な対応を図ることであり、管理

者に対しては、日頃から積極的に職場内でコミケーションを図るよ

う指導している。         

        なお、カウンセリングの受診を強制することはないが、管理者と

して予防的な受診勧奨や、受診に対する心理的ハードルを下げてあ

げたりすることは大切なことだと考える。  

 

 

※文責は帯広開発建設部当局（今後修正等があり得る。）  






